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１ 松本市の概要
■面積
978.47㎢
都市計画区域30,191ha
市街化区域 4,008ha
市街化調整区域26,183ha

■広さ
東西 52.2㎞
南北 41.3㎞

■標高
592.21ｍ（松本市役所）

■人口
243,293人

■アクセス
ＪＲで
新宿から2時間30分
名古屋から2時間

飛行機で
札幌から90分
神戸から65分
福岡から95分
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現在の市街地と城下町

市役所

松本駅

あがたの森

松本城

旧開智学校

信州大学
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三ガク都（岳都、学都、楽都）

上高地 セイジオザワ・松本・フェスティバル

旧開智学校校舎（R2．9国宝指定）



Ｈ ７．１ 駐車場施設整備に関する基本計画を策定
○観光都市としてのまちづくり

○市街地の商業活性化

→駐車場整備地区（H８、約114ha）を決定

新たな公共駐車場整備、駐車場案内システム導入

Ｈ２８．４ 松本市総合交通戦略
（松本市次世代交通政策実行計画）を策定
○自動車に過度に依存しないまちづくり

○公共交通利用と歩行者を優先する施策

→駐車場の適正化に向けた制度の検討

パークアンドライド機能の充実

Ｈ２９．３ 松本市立地適正化計画を策定
Ｈ３１．３ 松本市立地適正化計画を一部改定

→駐車場配置適正化区域、配置等基準を設定
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２ 駐車場政策の主な経過



３ 背景と目的
(1) 上位計画との関わり
○松本市総合計画〈基本構想2020〉（H23.3策定）

将来都市像 「健康寿命延伸都市・松本」

○地方創生総合戦略（Ｈ27.10策定）

→コンパクトな都市と賑わいの創出（重点施策の一つ）

○松本市都市計画マスタープラン

（H22策定、H25.3一部改定）

→集約型都市構造の実現

中心市街地では歩行者や

自転車利用者の優先に配慮

した交通環境の改善

集約型都市構造図 7



8

(2) 松本城を中心としたまちづくり
○松本城南・西外堀復元

○(都)内環状北線整備

○松本市基幹博物館整備

○松本城大手門平面式駐車場整備など

→自動車や歩行者の流れが大きく

変化すると予想

→一体的に魅力的なまちづくり

の必要性を地域で共有

松本城三の丸整備基本方針を策定(H27.3)
・自動車の乗り入れを極力制限

・歩行移動を促すオープンスペース

確保、通り・小路の高質化

松本城南・西外堀復元

内環状北線整備

平面式駐車場整備

基幹博物館整備

城下町の復元図と市街地の重ね図
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○松本城南・西外堀復元と(都)内環状北線整備
東側上空からの眺め

事業着手前 将来イメージ
○松本市基幹博物館整備 ○松本城大手門平面式駐車場整備

R2.3着工→R5開館予定 H30.11供用開始
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(3) 住民が主体となったまちづくり
○まちづくり協定（地区の景観・まち並みの形成）

お城周辺地区第２ブロックまちづくり協定（H28.4締結）

お城周辺地区第２ブロック街並みガイドライン（H30.3作成）

→駐車場のあり方を

重要な要素の一つ

として共通認識

・駐車場内の配置や
出入口などへの構造
的な配慮

・道路側に生垣等を
配置することによる
街並みへの配慮など 街並みガイドライン（抜粋）



４ 駐車場配置の適正化
(1) 現状
○中心市街地の駐車場供給量に余力

○路外駐車場（コインパーキング等）

や月極駐車場は増加

○まちなかの歩行者数は増加傾向

（H26）
休日の
利用状況

平日の
利用状況

・駐車場の適正な配置を誘導

・歩行者と自動車の錯そうを

減らして回遊性を向上

11
路外駐車場アンケート まちなかの歩行者数

駐車場の現状
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(2) 区域の設定
○都市機能流動区域内の区域であって、歩行者の移動上の

利便性を図るべき区域（都市再生特別措置法の一部改正）

→松本市立地適正化計画（H29.3）で定めた都市機能誘導区域

を対象として検討

→住民が主体となって、駐車場配置等のルールを定めた

松本城三の丸地区「お城周辺地区第２ブロック」を対象

松本市立地適正化計画の一改正（H31.3)

居住誘導区域等の設定にあわせて、駐車場配置適正化区域を設定
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お城周辺地区第２ブロックまちづくり協定の範囲（約11.6ha)

基幹博物館

松本城天守

松本市役所

平面式
駐車場

女鳥羽川

←北松本駅

↑旧開智学校校舎

中 町
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４ 駐車場配置の適正化
(3) 配置等基準
○配置等基準の考え方

→無秩序に路外駐車場が増加することを抑制

→歩行者の安全性、まちなみ景観に配慮したまちづくり

条例制定による届出制度の運用

配置等基準に基づき出入口や構造等を規定

届出対象（案）
（一般公共の用に供する路外駐車場のうち、
条例で定める規模（30m2）以上を対象）

路外駐車場配置等基準の考え方



５ 今後の取組み
(1) 条例制定
○Ｒ元年度末までに条例骨子（案）のパブリックコメントを予定

○Ｒ２年度に条例制定を予定

(2) 効果を検証
○設定した駐車場配置適正化区域は、都市機能誘導区域の約1％

○特色を生かしたまちづくりに向けて、効果を検証し、実効性を向上

(3) まちづくりと交通政策
との連携

○過度に自動車に頼ること

なく、徒歩や自転車など

で日常的な用事を済ませ

られるまちづくりを推進
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御清聴ありがとうございました


